
 

市営保育所の民間移管に関する意向調査結果の概要 

 

１ 回答状況   

（１）崇仁保育所の移管を受ける意向 

移管を受けることを検討したい １ 

関心があり，詳しい話を聞きたい ５ 

合計 ６ 

 

（２）平成３２年４月以前の移転及び民間移管 

対応できる ２ 

 対応可能時期：平成３１年１０月 １ 

対応可能時期：平成３１年１１月 １ 

対応できない ３ 

未回答 １ 

 

２ 移管に関して知りたい点 

 主な質問 回 答 

１  完全な移管完了が平成３７年度

となっているが，状況によって早

まることがあるか。 

現行の案では，移管日の前日に在所している児童

が卒所するまでの期間（以下，当分の間という。），

当該児童が在籍するクラスについては，市の保育士

を派遣することとしておりますので，原則として平

成３７年度となりますが，現在，市営保育所移管先

選定部会において，本市職員の派遣期間等について

審議しているところであり，今後，期間等が変更と

なる可能性があります。 

２  認定こども園として開園できる

か。また，以後に変更する場合，

いつ頃から変更可能か。 

認定こども園として開園していただくことはで

きません。 

当分の間の終了後については，利用者に十分説明

していただいたうえで，認定こども園に変更してい

ただくことも可能です。 

 

資料１ 


